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議案第１号 コミュニティバスの再編案について 

 

＜議案要旨＞ 

・前回会議で示したコミュニティバスの再編案について、具体化に向け、運行事業者と調整を行った

が、運転者の労働時間規制等の課題により、想定した運行便数を確保できない可能性が高い。 

・ついては、再編案について一定の運行便数を確保するため、各ルートにおいてバス停の削減やルー

トの短縮等について再度検討していく。また、一定の運行便数が確保できない場合等は、一部のルー

トを廃止することも視野に入れる。 

・委員におかれては、上記を踏まえ、限られた輸送資源をどこに集中させていくかという視点等から、

今後の方向性についてご意見を頂きたい。 

 

１ 経過 

 ・令和６年３月２５日に開催した前回会議において、コミュニティバスの再編案（ルート・運行便

数等の素案）について協議し、承認をいただいた。 

  ⇒ 再編案１：計８ルートを車両３台で運行する案（１台増車する理想案） 

    再編案２：計８ルートを車両２台で運行する案（増車できない場合の現状維持案） 

    ※詳細は別紙１のとおり 

    ※運転手不足等により車両の増車が難しい現状にあることから、今後の検討は再編案２の方

向で進めることとした。 

 ・その後、コミュニティバスの運行事業者（関東鉄道㈱）と再編案の具体化に向け、より詳細な内

容（運行ダイヤ等）について調整を行った。 

  ⇒ 運行上の課題があるため再編案どおりの運行は困難 

 

２ 運行上の課題 

・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正により、令和６年４月からバス運転者

の拘束時間が短縮され、確保すべき休息期間も延長された。運行ダイヤの設定にあたっては、当

該基準を遵守し、運転者の労働環境にも配慮しなければならない。 

・当市のコミュニティバスについては、現在の運行ダイヤが、運行距離に対して余裕の無い時刻設

定になっており、他自治体と比較しても運転者の負担が大きい状況にある。 

 ⇒ 上記を踏まえ、運転者に配慮した運転時間や休憩時間を配分していくと、想定していた運行

本数が確保できない可能性が高い。ルート等について再検討が必要。 

     

 

 

 

 

 

資料４ 
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３ 今後の対応案 

（１）バス停の削減・ルートの短縮（一部区間の廃止） 

再編案の計８ルートにおいて、一定の運行便数を確保できるよう、近接するバス停や利用の

少ないバス停・区間を削減・廃止し、運行距離（運転時間）をできるだけ短縮する。 

⇒ 上記を反映したルート図（案）は別紙２のとおり 

※バス停の配置等については、経路の再検討を行うために参考に配置したものであり、

今後、状況に応じて変更になる場合あり。 

（２）ルートの廃止 

   （１）による対応で一定の運行便数が確保できない場合等は、一部のルート自体を廃止する

ことも検討する。今後の人口動態やまちづくりの視点等も踏まえ、運行すべきルートを絞

り、その分サービス水準を確保・充実させていくことにより、より汎用性・実用性の高い

（信頼される）バス路線を構築する方向に転換していくことも考えられる。 

    ◎ ルート廃止の検討にあたっての主な視点 

主な視点 方向性 

人口減少化において、今後どこに

居住を誘導していくのか 

市街化区域（岩井市街地、沓掛市街地） 

デマンドタクシーとの役割分担

の明確化 

人口分布の多いエリア、交通結節点、目的地となる主

要施設等の拠点間を結ぶ線的な移動需要にはバス路

線をし、それ以外の面的な（広く薄い）移動需要には

デマンドタクシー等で対応する。 

利用者のターゲット（用途） 高齢者（通院、買い物等） 

児童・生徒・学生（通学等） 

市外の方（通勤、観光等） 

最低限確保すべき運行便数は ３～４往復以上 

 

⇒ 今回の再編案においては、「水海道ルート」を軸としてサービス水準を確保・充実して

いくことが考えられる。 

       ＜理由＞ 

       「沓掛市街地～岩井市街地～水海道駅」を結ぶ市内交通ネットワークの軸となるルー

トであり、運行経路には市役所やさしま窓口センターをはじめとした公共施設や市民

も多く利用する病院・学校・商業施設等が複数ある。また、坂東インター工業団地や観

光交流センター秀緑、国王神社、坂東 PA ハイウェイ・オアシス等、市外からの通勤・

来訪が見込まれる施設もあり、当該ルートは鉄道駅からそれら施設に直結する唯一の

路線となる。サービス水準を充実させることができれば、様々な需要に対応できる可

能性があり、市民の利便性向上と交流人口の拡大（地域活性化）の双方に寄与すること

が考えられる。また、一定の運行便数を確保できれば、デマンドタクシーも含めた他の

公共交通機関との乗り継ぎもしやすくなり、ネットワークの広域化が図れる。 
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令和５年第５回会議で示した再編案 

コミュニティバスの再編案の概要 

・現状の「庁舎間シャトル」を水海道駅（きぬ医師会病院）まで延伸し、新たに「水海道ルート（仮称）」として運行する。 

・守谷駅と市内工業団地等を結ぶ「守谷・工業団地ルート（仮称）」を新たに運行する。（関東鉄道守谷営業所（車庫）と市内間の回送運行を実走運行に変える。） 

・休日のみ、茨城県自然博物館を基点とした「観光周遊ルート（仮称）」を新たに運行する。 

・その他ルートは、現状の運行経路を維持するが、「長須・七重ルート」については、利用者が少ない「前芝」～「烏内」間の運行を廃止する。また、「七郷・中川ルート」「沓掛・内野山ルート」については運行便数を減

便する。 

・運行車両を３台に増やし、上記ルートを平日毎日運行することを理想とする（再編案１）。増車が困難な場合は、現状のどおり車両２台運行により曜日別の運行を行う（再編案２）。 

 → 運転手不足等により３台増車が困難であるため、２台運行（再編案２）の方向で検討することとした。 

 

現 状 
 

再編案２ 

運行車両２台、運転手３人 運行車両２台、運転手３人 

ルート名 便数/日 月 火 水 木 金 土 日 ルート変更点 ルート名（仮称） 便数/日 月 火 水 木 金 土 日 

庁舎間シャトル ６便 ● ● ● ● ●   ※水海道駅方面へ延伸 水海道ルート ６便 ● ● ● ● ●   

七郷・中川ルート ７便 ●  ●  ●   （変更なし） 七郷・中川ルート ４便 ●  ●  ●   

沓掛・内野山ルート ６便 ●  ●  ●   （変更なし） 沓掛・内野山ルート ４便 ●  ●  ●   

長須・七重ルート ５便  ●  ●  ●  ※前芝～烏内の区間を廃止 長須・七重ルート ６便  ●  ●  ●  

矢作ルート ２便 ● ● ● ● ●   （変更なし） 矢作ルート ２便 ● ● ● ● ●   

半谷ルート ２便 ● ● ● ● ●   （変更なし） 半谷ルート ２便 ● ● ● ● ●   

●：運行日    ※新規 守谷・工業団地ルート ３便 ● ● ● ● ●   

 ※新規 観光周遊ルート ５便      ● ● 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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現状のルート図 再編案のルート図（観光周遊ルート以外）  
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※産業経済交流施設等、今後整備予定の施設については、状況に応じて観光周遊ルートへの追加を検討する。 
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再編案のルート図（観光周遊ルート） 
















